
土木部標準単価決定要領 

 

 
（目 的） 

第１ この要領は，土木部が発注する工事等の積算に用いる単価のうち，土木部として統一的に定める

単価「労務・資材設計単価表」等の決定等に関し，必要な事項を定めるものとする。 

 
（用語の定義） 

第２ この要領において使用する用語は，次の各項に定めるところによる。 

(1)  「特別調査資料」とは，対象資材の流通価格を適切に把握できる調査等により作成したものを

いう。 

(2)  「物価資料」とは，「建設物価（一般財団法人建設物価調査会発行）」，「積算資料（一般財団法

人経済調査会発行）」，「土木コスト情報（一般財団法人建設物価調査会発行）」，「建設施工単価（一

般財団法人経済調査会発行）」，「建築コスト情報（一般財団法人建設物価調査会発行）」及び「建

築施工単価（一般財団法人経済調査会発行）」をいう。 

(3)  「見積資料」とは，資材単価等及び市場での施工単価を調査するために材料の製造者，商社等

又は施工者から徴したものをいう。 

(4)  「市場単価」とは，材料費，労務費，機械経費等で構成される施工単位当りの市場での取引価

格をいう。 

(5) 「資材単価等」とは，労務単価等及び市場単価以外の単価をいう。 

(6) 「県統一単価」とは，特別調査資料，物価資料に基づき，県内統一的に定める単価をいう。 

(7)  「地域別単価」とは，県内において，統一的に定めることが困難な資材について，特別調査資

料，物価資料に基づき，県内を地域分割して，地域毎に定める単価をいう。 

 
（労務単価等） 

第３ 労務単価及び設計業務等の技術者単価（以下，「労務単価等」という。）は，次の各項に定める

ところによる。 

(1) 労務単価は，農林水産省及び国土交通省が実施している公共事業労務費調査に基づき，決定される

公共工事設計労務単価（基準額）によるものとする。 

(2) 設計業務委託等の技術者単価は，国土交通省が実施している調査設計業務等技術者給与等実態調

査に基づき，決定される基準日額によるものとする。 

 
（資材単価等の決定方法） 

第４ 資材単価等の決定方法は，次の各項に定めるところによる。 

(1) 資材単価等は，特別調査資料，物価資料，見積資料の順で採用する。 



(2) 物価資料による場合は次の各号に定めるとことによる。 

(ｱ) 地域別価格が掲載されている場合は，当該地域の価格を採用するものとし，掲載が無い場合

は，東京の価格を採用するものとする。 

(ｲ) 複数の物価資料に価格の記載がある場合は，原則として，掲載価格を平均した価格を採用す

る。ただし、物価資料のうち一方の資料のみに記載されている場合は，その価格を採用する。 

(ｳ) 公表価格で記載されている価格を採用する場合は，次の式により求めるものとする。なお，類

似品目がない場合は，市況の取引の実態を反映させるものとする。 

採用価格 ＝ （ Ｂ ／ Ａ ） × Ｃ 

Ａ：類似品目の定価又は公表価格                           

Ｂ：類似品目の実取引価格又は物価資料に記載されている実勢価格

Ｃ：当該品目の定価又は公表価格 

(3) 見積資料による場合は次の各号に定めるところによる。 

(ｱ) 見積りは実勢価格を徴収するものとし，原則として５者以上から徴し，その平均価格または，

平均直下の価格を採用するものとする。（営繕工事等は，原則３者以上から徴収し，その最低

価格を採用する。） 

(ｲ)  見積価格の確認は前項(ｳ)の規定を準用するものとし，この場合「定価又は公表価格」を「見 

積価格」に読み替えるものとする。 

(ｳ) 見積価格の端数処理は，切り捨てにより実数を物価資料の最小単位に一致させるものとする。 
 
 

（市場単価の決定方法） 

第５ 市場単価は，次の各項に定めるところによる。 

(1) 市場単価は物価資料による。 

(2) 物価資料価格の取扱いは第４(2)(ｱ)及び(ｲ)の規定を準用する。 

 
 

（標準単価の制定及び改定） 

第６ 単価の制定及び改定は次の各項に定めるところによる。 

(1) 当該年度の標準単価の制定は４月１日とし，事業執行上必要な労務単価等，資材単価等，市場単価，

及び廃棄物処理費等について定めるものとする。 

(2) 物価資料による資材単価等の改定は,毎月実施し,市場単価の改定は，四半期毎に実施することを原

則とする。ただし，廃棄物処理費等は除くものとする。 

(3) 物価資料によらない資材単価等の改定は,特別調査資料により,四半期毎に実施することを原則と

する。ただし, 特別調査資料については,物価資料による類似品目等に著しい変動が確認された場

合は,臨時で改定を行うものとする。 

 
（資材単価等及び市場単価の調査） 

第７ 資材単価等及び市場単価の調査時期は別表によるものとする。ただし，特別調査については,物価

資料による類似品目等に著しい変動が確認された場合,別表によらず臨時で調査を実施するものと

する。  



 

（端数の調整方法） 

第８ 物価資料により平均単価を算出する場合の端数調整方法は次の各項に定めるところによる。 

(1) 生コン（ｍ３当り） 円単位切捨て 

(2) アスファルト合材（ｔ当り）・骨材（ｍ３当り） ５０円単位切捨て 

(3) 鋼材・丸鋼（ｔ当り） ５００円単位切捨て 

(4) ＰＣより線・ＰＣ鋼棒（ｋｇ当り）・燃料（Ｌ当り） 小数第２位以下切捨て 

(5) その他一般資材 
 

価格 1,000 円未満 小数以下切捨て 

価格 1,000 円以上 10,000 円未満 一の位切捨て 

価格 10,000 円以上 十の位切捨て 

 
 

附則 

この要領は，平成２０年４月１日から施行する。 

この要領は，平成２１年７月１日から施行する。 

この要領は，平成２７年４月１日から施行する。 

この要領は，令和４年１０月１日から施行する。 

この要領は，令和５年４月１日から施行する。 

 
 

 

 

別 表（第７関連 調査時期） 

○物価資料 

４月１日制定 ５月１日施行 ６月１日施行 ７月１日施行 

３月号 ４月号 ５月号 ６月号 

８月１日施行 ９月１日施行 １０月１日施行 １１月１日施行 

７月号 ８月号 ９月号 １０月号 

１２月１日施行 １月１日施行 ２月１日施行 ３月１日施行 

１１月号 １２月号 １月号 ２月号 

 

○特別調査資料 

４月１日制定～６月１日施行 ７月１日施行～９月１日施行 

２月上旬 ５月上旬 

１０月１日施行～１２月１日施行 １月１日施行～３月１日施行 

８月上旬 １１月上旬 

 

○市場単価 

５月１日施行～７月１日施行 ８月１日施行～１０月１日施行 

春号 夏号 

１１月１日施行～１月１日施行 ２月１日施行～４月１日制定 

秋号 冬号 

 


